
≪司法書士法第3条第1項第7号の範囲内の紛争 弁護士助言措置なし≫ 

 

【略語】 法：裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律   運営規程：青森県司法書士会調停センター運営規程   手続実施規程：青森県司法書士会調停センター手続実施規程 

     手数料規程：青森県司法書士会手数料規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※但し、平成３０年３月３１日までは、手数料規程第4条乃至第6条に定める費用を無料とする。 

 手数料規程 附則 

 

 

 

⑩第2回以降期日 
手続実施者による第２回以降

の期日日程調整 
手続実施規程21条2項 

①利用申込者（Ａ）から青森県司法書

士会調停センターへ調停手続の利

用の問い合わせ  
手続実施規程10条 

③利用申込者へのADR法14条に基づく説明 
(原則として青森県司法書士会事務局での面談による)
手続実施規程10条

⑤事務長による受理・不受理決定 
 受理決定書・不受理決定書の通知

手続実施規程12条

⑧センター長による手続実施者の

選任 手続実施規程15条 

④調停手続きの利用の申込み 
Ａが青森県司法書士会調停センターへ調停申込書を提出

及び申込手数料の納付（郵送の場合には振込納付可能） 
手続実施規程11条、手数料規程4条

⑥事務長による相手方（Ｂ）への通知

手続実施規程13条

⑦相手方へのADR法14条の説明 
（面談または電話連絡）実施規程13条2項

事務長による相手方の出頭可能性の確認 
手続実施規程14条5項 

⑨第1回目期日 
事務長による第１回期日日程調整 

手続実施規程20条、21条1項 

②事務長が利用申込者に電話連絡し、

面談の設定を行う。

回答書による応諾 

【法6条1号関係】手続実施規程4条 

説明【法14条関係】手続実施規程10条 
 ・説明者：事務長 

【法6条8号、15号関係】 
・調停申込書作成 手続実施規程11条 
・申込手数料 1万円(消費税別) 
（現金又は振込納付） 
手数料規程4条 

・期日手数料 1万円(消費税別) 
 （現金又は振込納付） 
手数料規程5条 

【法6条6号、9号、14条関係】

申込みの概要などを記した書面、

回答書及び説明書を通知 
（配達証明郵便） 
手続実施規程13条1項

【法6条2号、3号関係】 
運営規程10条、11条、12条、13条、 
手続実施規程15条、16条、17条、18条、19条

・実質的支配者等による不当な影響の排除 
 【法6条4号関係】手続実施規程7条 

手続の進行 
 【法6条7号関係】 
  手続実施規程10～30条 

資料の取扱い 
 【法6条10号関係】 
  手続実施規程33条 

⑪－２手続実施者による終了 
手続実施規程28条、29条 

⑪－１当事者による調停の終了 
Ａの取下げ 手続実施規程26条
Ｂの離脱  手続実施規程27条

⑪－３合意成立による終了  
手続実施規程25条 

【法6条12号関係】 
手続実施規程26条、27条 

【法6条13号関係】 
手続実施規程28条、29条

不受理 

受理 

Ｂの参加拒否又は参加意思

不表明 手続実施規程 14 条

調停手続の終了 

事 前 法 律 相 談

（任意） 
 
利用申込者が青森

県司法書士会総合

相談センターなど

で法律相談を受け

ることができる。 
手続実施規程10条

3項 

事前法律相談(任意) 
手続実施規程13条3項 

合意成立手数料 
3万円(消費税別)

【法6条15号関係】

手数料規程6条

期日手数料 
各1万円(消費税別)

【法6条15号関係】 
手数料規程5条1項、3項 

【法6条10号、15号関係】

手続実施規程12条2項 
手数料規程4条

期日手数料 
1万円(消費税別)

【法6条15号関係】 
手数料規程5条1項、2項 

申込書等の返還 
申込手数料の返還 


